
 
「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」等の一部改正について 

 
                       日証協 平成 23年１月 18日            

 
本協会では、本年１月 18 日の自主規制会議において、「協会員の外務員の資格、登録等

に関する規則」等の一部改正を行った。 

 

「外務員等資格試験制度の見直しに関するワーキング」において、資格管理業務に対す

る協会員の意見・要望等に対する対応を「資格管理業務における課題への対応に伴う関連

規則見直しのポイント」として取りまとめ、平成 22年９月 14日の自主規制会議において、

承認されたところである。 

今般、同見直しのポイントに基づき、自主規制の質を維持しつつ、協会員における外務

員等資格試験・外務員資格更新研修の管理事務効率の向上、外務員の職務への従事に要す

る期間の短縮（人員配置の機動性の向上）等を図るため、「協会員の外務員の資格、登録等

に関する規則」、「「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」に関する細則」、「外務員

等資格試験に関する規則」及び「金融商品仲介業者に関する規則」の一部について、改正

を行った。 

 

本規則改正は、本協会が別に定める日から施行する。ただし、「金融商品仲介業者に関す

る規則」第 10 条の２第２項第５号、同条第４項及び第 15 条第２項の改正については、平

成 23年１月 18日から施行されている。また、「外務員等資格試験に関する規則」第４条第

２項、第７条第７項及び第８項、第 10 条第２項、第 11 条の改正は、平成 23 年 10 月１日

から施行する。 

 

本規則改正の趣旨骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。 

 
 



「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」等の一部改正について 

 

平成 23 年１月 18 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 
本協会では、「外務員等資格試験制度の見直しに関するワーキング」において、資格

管理業務に対する協会員の意見・要望等に対する対応を「資格管理業務における課題へ

の対応に伴う関連規則見直しのポイント」として取りまとめ、平成 22 年９月 14 日の自

主規制会議において、承認されたところである。 

今般、同見直しのポイントに基づき、自主規制の質を維持しつつ、協会員における外

務員等資格試験・外務員資格更新研修の管理事務効率の向上、外務員の職務への従事に

要する期間の短縮（人員配置の機動性の向上）等を図るため、「協会員の外務員の資格、

登録等に関する規則」、「「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」に関する細則」、

「外務員等資格試験に関する規則」及び「金融商品仲介業者に関する規則」の一部を改

正することとする。 

 

Ⅱ．改正の骨子 
１．一種外務員・特別会員一種外務員資格試験を（二種外務員・特別会員二種外務員資

格を有していなくとも）直接受験できることとする。これに関連し、一般の者に開放

する試験（現行、二種外務員資格試験のみ）に、一種外務員資格試験を加える。 

（「外務員等資格試験に関する規則」（以下「試験規則」という。）第４条、第 13 条） 

 

２．外務員等資格試験不合格時の受験待機期間（現行、１回目：30 日、２回目：30 日、

３回目：180 日…）を、受験回数にかかわらず 30 日とする。また、受験待機期間中は

すべての資格試験の受験を禁止する。 

（「試験規則」第９条） 

 

３．外務員資格更新研修（現行、３種類）を、所属業態や従事業務を問わず外務員とし

て最低限身に付けておくべき基本的な知識を確認する内容に限定し１種類に統合す

る。また、一般開放試験合格者に係るいわゆる事前更新研修を廃止し、外務員登録日

後 180 日以内の外務員資格更新研修に統合する。 

（「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」（以下「登録規則」という。）第 18

条、第 18 条の２、第 18 条の３、「「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」

に関する細則」（以下「登録細則」という。）第 10 条、第 11 条、「金融商品仲介業

者に関する規則」（以下「仲介業規則」という。）第 18 条、第 18 条の２） 
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４．協会員が使用人として採用しようとする者等に外務員等資格試験を受けさせる場合

の受験制限等を緩和する。 

（「試験規則」第４条、第７条、第 10 条、第 11 条） 

 

５．協会員が本協会に提出する外務員登録申請書、外務員登録事項変更届出書、登録外

務員の職務廃止届出書等の書類について、システムによる提出を可能とする。 

（「登録規則」第７条、第８条、第 10 条、第 14 条、第 17 条、「登録細則」第５条、

第７条、新第６条、新第７条、「試験規則」第 11 条、「仲介業規則」第 30 条、第 31

条） 

 

６．その他所要の整備を行う。 

（「登録規則」第２条、第７条、第９条、第 15 条、第 16 条、第 18 条、「登録細則」

第３条、第５条から第７条、第９条、第 10 条、「試験規則」第４条、第４条の２、

第６条、第７条、第 11 条、第 12 条、「仲介業規則」第 10 条の２、第 15 条、第 18

条、第 19 条、第 31 条、新第 18 条） 

 

 

Ⅲ．施行時期 

本協会が別に定める日から施行する。ただし、「仲介業規則」第 10 条の２第２項第５

号、同条第４項及び第 15 条第２項の改正については、平成 23 年１月 18 日から施行す

る。また、「試験規則」第４条第２項、第７条第７項及び第８項、第 10 条第２項、第

11 条の改正は、平成 23 年 10 月１日から施行する。 

 

以  上 



「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」の一部改正について 
 

平成 23 年１月 18 日 

（下線部分変更） 
新 旧 

  
（定 義） 
第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げる用
語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（定 義） 
第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げる用
語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

１  １  

（ 現行どおり ） （ 省   略 ） 

４  ４  

５ 特別会員一種外務員 外務員のうち、特別会

員においては、登録金融機関業務（定款第５条

第３号に規定する登録金融機関業務をいう。以

下同じ。）に係る外務員の職務（登録金融機関

金融商品仲介行為（金商法第33条第２項第３号

ハ及び同項第４号ロに掲げる行為（同法第２条

第２項の規定により有価証券とみなされる同

項各号に掲げる権利に係るものを除く。）をい

う。以下同じ。）、金商法第33条の２第１号に

掲げる行為に係るもの及び第４条の２に該当

しない者にあっては、特定店頭デリバティブ取

引等に係るものを除く。）を行うことができる

者を、店頭デリバティブ取引会員においては、

特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員の

職務を行うことができる者をいう。 

５ 特別会員一種外務員 外務員のうち、登録金

融機関業務（定款第５条第３号に規定する登録

金融機関業務をいう。以下同じ。）に係る外務

員の職務（登録金融機関金融商品仲介行為（金

商法第33条第２項第３号ハ及び同項第４号ロ

に掲げる行為（同法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

に係るものを除く。）をいう。以下同じ。）、

金商法第33条の２第１号に掲げる行為に係る

もの及び第４条の２に該当しない者にあって

は、特定店頭デリバティブ取引等に係るものを

除く。）を行うことができる者をいう。 

 

６    （ 現行どおり ） 
７    （ 現行どおり ） 

 

６    （ 省   略 ） 
７    （ 省   略 ） 
 

第３章 外務員の登録手続、処分等 第３章 外務員の登録手続き、処分等 

 

（外務員の登録申請） 
第 ７ 条 協会員は、第３条第１項の規定により外
務員の登録を受けようとする場合は、次に掲げる

事項を記載した登録申請書を本協会に提出しな

ければならない。 

（外務員の登録申請） 
第 ７ 条 協会員は、第３条第１項の規定により外
務員の登録を受けようとする場合は、次に掲げる

事項を記載した登録申請書を本協会に提出しな

ければならない。 

１    （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

２ 登録の申請に係る外務員についての次に掲
げる事項 
イ   （ 現行どおり ） 

２ 登録の申請に係る外務員についての次に掲

げる事項 
イ   （ 省   略 ） 

ロ 役員又は従業員の別 ロ 役員又は従業員の別及び従業員にあっては
雇用の形態 

ハ  ハ  

     （ 現行どおり ）      （ 省   略 ） 

ヘ  ヘ  

２  ２  

〜 〜 

〜〜
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新 旧 

  
３ 登録の申請を行う際には、登録を受けようとす

る外務員に係る履歴書、住民票の抄本又はこれに

代わる書面並びにその他細則で定める書類を添

付しなければならない。 

３ 第１項の登録申請書には、登録を受けようとす

る外務員に係る履歴書、住民票の抄本又はこれに

代わる書面並びにその他細則で定める書類を添

付しなければならない。 

４ 協会員は、登録の申請を、行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律、行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律施

行令、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律施行規則その他関連法令に基づき本協会が

定めるところにより電子情報処理組織（本協会の

使用に係る電子計算機と登録の申請をする者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使

用する方法又は書面の提出による方法により行

うことができる。 
 

４ 第１項の登録申請手続きについて、必要な事項

は、細則で定める。 
 
 

（登録及び登録済通知） 

第 ８ 条 本協会は、協会員から登録の申請があっ

た場合には、次条第１項の規定に該当する場合を

除くほか、直ちに第３条第１項に定める事項を登

録原簿に登録する。 

（登録及び登録通知） 

第 ８ 条 本協会は、協会員から前条第１項の規定

による登録の申請があった場合においては、次条

第１項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに

第３条第１項に定める事項を登録原簿に登録す

る。 

２ 本協会は、前項の規定により登録をした場合
は、遅滞なく、第７条第４項に規定する方法によ

り、その旨を登録申請協会員に通知する。 
 

２ 本協会は、前項の規定により登録をした場合
は、遅滞なく、書面によりその旨を登録申請協会

員に通知する。 

（登録の拒否） 

第 ９ 条 本協会は、登録の申請に係る外務員が次

の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請

書若しくは添付書類につき虚偽の記載があり若

しくは重要な事実の記載が欠けているとき（第７

条第４項の規定に基づき登録の申請を電子情報

処理組織を使用する方法により行う場合におけ

る当該登録の申請の内容に虚偽があり若しくは

重要な事実が欠けているときを含む。）は、その

登録を拒否する。 

（登録の拒否） 

第 ９ 条 本協会は、登録申請に係る外務員が次の

各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書

若しくは添付書類につき虚偽の記載があり若し

くは重要な事実の記載が欠けているときは、その

登録を拒否する。 

１  １ 

  

４  （ 現行どおり ） ４  （ 省   略 ） 

２  ２  

３  ３  

 
（登録事項の変更等届出） 

第 10 条 協会員は、第８条第１項の規定により登

録を受けている外務員について、次の各号のいず

（登録事項の変更等届出） 

第 10 条 協会員は、第８条第１項の規定により登

録を受けている外務員について、次の各号のいず

〜〜

2 



新 旧 

  
れかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、

第７条第４項に規定する方法により、その旨を本

協会に届け出なければならない。 

れかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、

所定の様式によりその旨を本協会に届け出なけ

ればならない。 

１    （ 現行どおり ） １     （ 省   略 ） 

   

３  ３  

２     
 

２     

 
（登録の抹消） 

第 14 条  （ 現行どおり ） 
（登録の抹消） 

第 14 条   （ 省   略 ） 

２ 本協会は、前項第２号又は第３号の規定により
外務員の登録を抹消したときは、遅滞なく、第７

条第４項に規定する方法により、その旨を当該外

務員の所属する協会員に通知する。 
 

２ 本協会は、前項第２号又は第３号の規定により
外務員の登録を抹消したときは、遅滞なく、書面

によりその旨を当該外務員の所属する協会員に

通知する。 

（登録事務に関する届出） 

第 15 条 本協会は、第８条第１項の規定による登

録、第10条の規定による届出に係る登録の変更、

第11条第１項の規定による処分（登録の取消しを

除く。）又は前条の規定による登録の抹消をした

場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した

届出書を当該外務員の所属する協会員の本店の

所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財

務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡

財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない

場合にあっては、関東財務局長）に対して提出す

る。 

（登録事務に関する届出） 

第 15 条 本協会は、第８条第１項の規定による登

録、第10条の規定による届出に係る登録の変更、

第11条第１項の規定による処分（登録の取消しを

除く。）又は前条の規定による登録の抹消をした

場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した

書類を当該外務員の所属する協会員の本店の所

在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務

支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財

務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場

合にあっては、関東財務局長）に対して提出する。

１  １  

（ 現行どおり ） （ 省   略 ） 

４  
 

４  

（登録手数料の納付） 

第 16 条 協会員は、外務員の登録を受けようとす

るときは、金融商品取引業等に関する内閣府令第

256条に定める登録手数料を本協会に納めなけれ

ばならない。 

（登録手数料の納付） 

第 16 条 協会員は、第７条第１項の規定により、

外務員の登録を受けようとするときは、金融商品

取引業等に関する内閣府令第256条に定める登録

手数料を本協会に納めなければならない。 

２ 前項の登録手数料は、原則として、登録の申請
を行う際に、金銭により納めるものとする。 

 

２ 前項の登録手数料は、原則として登録申請書を
提出する際に、現金により納めるものとする。 

 
（細則への委任） 

第 17 条 外務員の登録手続について、必要な事項

は、細則で定める。 
 

（登録申請書等の様式） 

第 17 条 この規則に規定する登録申請書その他

の書類は、細則に定める様式によるものとする。

 
（外務員資格更新研修の受講等） 

第 18 条 協会員は、登録を受けている外務員に、

その登録を受けた日（以下「外務員登録日」とい

（外務員資格更新研修の受講等） 

第 18 条 協会員は、登録を受けている外務員に、

その登録を受けた日（以下「外務員登録日」とい

〜 〜 

〜〜
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新 旧 

  
う。）を基準として５年目ごとの日の属する月の

初日から１年以内に修了するように、外務員資格

更新研修（以下「資格更新研修」という。）を受

講させなければならない。ただし、細則に定める

者については、この限りでない。 
 

う。）を基準として５年目ごとの日の属する月の

初日から１年以内に、当該外務員が保有する資格

にかかわらず、次の各号に掲げる外務員の職務に

応じた当該各号に掲げる外務員資格更新研修（以

下「資格更新研修」という。）を受講させなけれ

ばならない。ただし、細則に定める者については、

この限りでない。 

（ 削   る ） １  一種外務員、信用取引外務員又は二種外務
員 会員資格更新研修 

 ２  特別会員一種外務員又は特別会員二種外務
員 特別会員資格更新研修。 
 なお、会員資格更新研修に代えることができ

る。 

 ３  特別会員四種外務員 特別会員四種外務員
資格更新研修。 
 なお、会員資格更新研修又は特別会員資格更

新研修に代えることができる。 

（ 削   る ） ２ 特別会員は、前項の規定により外務員に受講さ

せる資格更新研修を、当該外務員が行う外務員の

職務にかかわらず、当該外務員が保有する次の各

号に掲げる資格（当該外務員が保有する第４条に

定める資格のうち、同条各号に掲げる資格の順位

において最も上位のものをいう。）に応じ、当該

各号に掲げるものとすることができる。この場

合、当該特別会員は、登録を受けているすべての

外務員に、次の各号に掲げる区分に応じた資格更

新研修を受講させなければならない。 

 １  一種外務員、信用取引外務員又は二種外務
員 会員資格更新研修 
２  特別会員一種外務員又は特別会員二種外務
員 特別会員資格更新研修 

３  特別会員四種外務員 特別会員四種外務員
資格更新研修 

２ 協会員は、外務員の登録を受けていない者につ
いて、新たに外務員の登録を受けたときは、外務

員登録日後180日以内に修了するように、資格更

新研修を受講させなければならない。ただし、細

則に定める者については、この限りでない。 

３ 協会員は、外務員の登録を受けていない者につ
いて、新たに外務員の登録を受けたときは、外務

員登録日後180日以内に、第１項各号に掲げる区

分（前項各号に掲げる区分に応じて資格更新研修

を受講させる特別会員にあっては、当該区分）に

応じた資格更新研修を受講させなければならな

い。ただし、細則に定める者については、この限

りでない。 

３ 本協会は、前２項に定める期間内に資格更新研
修を修了しなかった者について、当該期間の最終

日（以下この条において「受講義務期限」という。）

の翌日にすべての外務員資格の効力を停止し、そ

の所属する協会員に対しその旨を通知する。 

４ 本協会は、第１項又は前項に定める期間内に資
格更新研修を修了しなかった者について、当該期

間の最終日（以下この条において「受講義務期限」

という。）の翌日にすべての外務員資格の効力を

停止し、その所属する協会員に対しその旨を通知

する。 
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４      （ 現行どおり ） ５      （ 省   略 ） 

５ 協会員は、受講義務期限までに資格更新研修を
修了しなかった者について、その翌日から180日

までの間（以下この条において「猶予期間」とい

う。）に修了するように、資格更新研修を受講さ

せるよう努めなければならない。 

６ 協会員は、受講義務期限までに資格更新研修を
修了しなかった者について、その翌日から180日

までの間（以下この条において「猶予期間」とい

う。）に、資格更新研修を受講させるよう努めな

ければならない。 

６    （ 現行どおり ） ７    （ 省   略 ） 

７    （ 現行どおり ） ８    （ 省   略 ） 

８  資格更新研修の方法については、本協会がこれ
を定める。 

     （ 新   設 ） 

９  試験規則第６条第１項及び第３項並びに第７
条第１項から第３項まで及び第５項の規定は、

資格更新研修について準用する。この場合にお

いて、各規定中、「試験」とあるのは「資格更新

研修」と、「受験手続」とあるのは「受講手続」

と、「受験料」とあるのは「受講料」と、「委員

会」とあるのは「本協会」と、「不正受験者」と

あるのは「不正受講者」と、「不合格」とあるの

は「未修了」と、「受験」とあるのは「受講」と、

「不正受験」とあるのは「不正受講」と、「受験

者」とあるのは「受講者」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

 

     （ 新   設 ） 

（ 削   る ） （登録金融機関金融商品仲介行為従事者等） 

第 18 条の２ 特別会員は、登録を受けている外務

員について、新たに登録金融機関金融商品仲介行

為に従事させたときは、当該従事させた日後180

日以内に、会員資格更新研修を受講させなければ

ならない。ただし、前条第２項各号に掲げる区分

に応じて資格更新研修を受講させる特別会員の

外務員その他細則に定める者については、この限

りでない。 

 ２ 特別会員は、金商法第33条の８第２項に規定す

る特定金融商品取引業務に係る職務を行う外務

員について、当該職務に替え新たに特別会員一種

外務員又は特別会員二種外務員に係る職務を行

わせる場合には、当該行わせた日後180日以内に、

特別会員資格更新研修を受講させなければなら

ない。ただし、前条第２項各号に掲げる区分に応

じて資格更新研修を受講させる特別会員の外務

員その他細則に定める者については、この限りで

ない。 

 ３ 前条第４項から第８項の規定は、第１項又は前
項に定める期間内に資格更新研修を修了しなか

った者について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「協会員」とあるのは、「特別会員」

と読み替えるものとする。 
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 ４ 特別会員は、登録金融機関金融商品仲介行為に

従事する登録を受けている外務員について、当該

外務員の氏名及び登録金融機関金融商品仲介行

為の従事日その他の事項を、別に定めるところに

より本協会に届け出なければならない。ただし、

前条第２項各号に掲げる区分に応じて資格更新

研修を受講させる特別会員にあっては、この限り

でない。 
 

（ 削   る ） （一般開放試験合格者の外務員資格更新研修） 

第 18 条の３ 協会員は、役員又は従業員のうち試

験規則第13条の規定により受験し合格した者（過

去において外務員の登録又は金融商品仲介業規

則第４条第３号に規定する個人金融商品仲介業

者の登録を行っており、かつ、本協会規則により

外務員資格を取り消されたことがない者を除く。

以下この項において同じ。）について、合格の日

から２年を経過した日以降に、初めて外務員の登

録を受けるときは、外務員登録日前に、第18条第

１項各号に掲げる区分（同条第２項各号に掲げる

区分に応じて資格更新研修を受講させる特別会

員にあっては、当該区分）に応じた資格更新研修

を修了させなければならない。ただし、試験規則

第13条の規定により受験し合格した者が、当該合

格の日以降、外務員登録日前に、細則に定める試

験に合格した場合は、この限りでない。 

 ２ 前項の資格更新研修の受講がなされた場合で

あっても、協会員は、当該受講者について、第18

条又は第18条の２に定めるところに従って、資格

更新研修を受講させなければならない。 

 

  
付  則  

この改正は、本協会が別に定める日から施行す

る。 
 

 

 



「「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」に関する細則」の一部改正について 
 

平成 23 年１月 18 日 

（下線部分変更） 
新 旧 

  
（登録原簿の記載事項） 

第 ３ 条 規則第３条第１項に規定する細則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

（登録原簿の記載事項） 

第 ３ 条 規則第３条第１項に規定する細則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

１   （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

２ 外務員についての次に掲げる事項 ２ 外務員についての次に掲げる事項 

イ 氏名、生年月日、性別及び識別番号 イ 氏名、生年月日及び性別 

ロ 役員又は従業員の別 ロ 役員又は従業員の別及び従業員にあっては
 雇用の形態 

ハ  （ 現行どおり ） ハ     （ 省   略 ） 

ニ 外務員（「金融商品仲介業者に関する規則」
第２条第６号に規定する外務員を含む。）の登

録を受けていたことの有無並びに当該登録を

受けたことのある者については、その登録に係

る登録申請者又は金融商品仲介業者の商号、名

称又は氏名及びその登録を受けていた期間 

ニ 外務員の職務（「金融商品仲介業者に関する
規則」第２条第７号に規定する外務員の職務を

含む。）を行ったことの有無並びに当該外務員

の職務を行ったことのある者については、その

所属していた金融商品取引業者、登録金融機関

（協会員以外のものを含む。）又は金融商品仲

介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期

間 

ホ  （ 現行どおり ） ホ     （ 省   略 ） 

へ   （ 現行どおり ） へ     （ 省   略 ） 

  

（登録申請等の手続） 

 

第 ５ 条 登録申請等（登録の申請及び規則第10

条第１項に規定する届出をいう。以下同じ。）の

申請者は、会員代表者、特別会員代表者又は店頭

デリバティブ取引会員代表者とする。 

（会員及び店頭デリバティブ取引会員の登録申請

等の手続き） 

第 ５ 条 規則第７条第１項に規定する登録申請

書の申請者は、会員にあっては会員代表者、店頭

デリバティブ取引会員にあっては店頭デリバテ

ィブ取引会員代表者とする。 

２ 会員代表者、特別会員代表者又は店頭デリバテ

ィブ取引会員代表者は、本部組織における部署

（以下「本部部署」という。）の長に登録申請等

を行わせる旨の委任状をあらかじめ本協会に提

出したときは、登録申請等を当該本部部署の長に

行わせることができる。 

（ 新   設 ） 

３ 規則第７条第３項に規定する細則で定める書

類は、登録の申請に係る外務員が金商法第64条の

２第１項各号のいずれにも該当しない者である

ことを登録の申請を行った協会員及び当該外務

員が誓約する書面とする。 

（ 新   設 ） 

４ 協会員は、規則第７条第４項の規定により登録

の申請を書面の提出による方法で行う場合には、

あらかじめ所定の様式で申し出るものとする。た

だし、電子情報処理組織の休止若しくは支障が発

（ 新   設 ） 
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生したときにあってはこの限りではない。 

５ 協会員は、規則第７条第４項の規定により登録

の申請を電子情報処理組織を使用する方法で行

った場合において、本協会から、第３項に規定す

る書面の原本を提出するよう求められたときは、

遅滞なく、当該原本を提出しなければならない。

（ 新   設 ） 

６ 協会員は、規則第７条第４項の規定により登録

の申請を電子情報処理組織を使用して行った場

合には、第３項に規定する書面の原本を、登録の

申請後５年間、保存するものとする。 

（ 新   設 ） 

７ この細則に定めるもののほか登録申請等に必

要な事項は、別に定める。 
 

（ 新   設 ） 

（電子情報処理組織による登録申請等） 

第 ６ 条 協会員は、電子情報処理組織を使用して

登録申請等を行う場合には、本協会が別に定める

ところにより、次に掲げる事項を当該協会員の使

用に係る電子計算機から入力して行わなければ

ならない。  
１ 登録申請等において書面等に記載すべきこ

ととされている事項（次号に掲げる事項を除

く。）  
２ 登録の申請を行う場合にあっては、規則第７

条第３項に規定する書面及び書類（以下「添付

書類」という。）に記載されている事項又は記

載すべき事項 

（ 新   設 ） 

２ 前項に基づき、添付書類に記載されている事項

をスキャナーを用いて入力するときは、協会員

は、スキャナーを用いて添付書類に記載されてい

る事項をファイルに記録し、当該記録に当該ファ

イルに記録した日時及び記録された事項が添付

書類に記載されている事項と相違ない旨を記録

して行わなければならない。 

（ 新   設 ） 

３ 登録申請等を行う者は、第１項の規定により入

力する事項についての情報に電子署名（内閣府の

所管する金融関連法令に係る行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

（以下「オンライン化法施行規則」という。）第

２条第２項第１号に規定する電子署名をいう。以

下同じ。）を行い、当該電子署名に係る電子証明

書（オンライン化法施行規則第２条第２項第２号

に規定する電子証明書であって、本協会の使用に

係る電子計算機から認証（オンライン化法施行規

則第３条第３項に規定する認証をいう。）できる

ものをいう。以下同じ。）であって、次の各号の

いずれかに該当するものと併せてこれを送信し

なければならない。 

（ 新   設 ） 
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１ 商業登記法第12条の２第１項及び第３項（こ

れらの規定を他の法令の規定において準用す

る場合を含む。）の規定に基づき登記官が作成

した電子証明書 

（ 新   設 ） 

２ 金融庁長官が告示で定める電子証明書であ

って、政府認証基盤におけるブリッジ認証局と

相互認証を行っている認証局で政府認証基盤

を構成する認証局以外のものが作成したもの

（前号に規定するものを除く。） 

（ 新   設 ） 

４ 第１項の規定により行われた登録申請等は、本

協会の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時に本協会に到達したも

のとみなす。 

（ 新   設 ） 

５ 本協会は、第３項に規定する電子証明書の認証

のため、必要な措置を講ずる。 

 

（ 新   設 ） 

（電子情報処理組織による通知） 

第 ７ 条 本協会が、規則第８条第２項に規定する

通知を電子情報処理組織を使用して行うときは、

同条第１項の規定により登録をした旨その他本

協会が必要と認める事項を本協会の使用に係る

電子計算機から入力し、当該通知の情報に電子署

名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該

通知と併せて当該本協会の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録する。 

（ 新   設 ） 

２ 前項の規定により行われた通知は、協会員の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルへの

記録がされた時に当該協会員に到達したものと

みなす。 

 

（ 新   設 ） 

（ 削   る ） （特別会員の登録申請等の手続き） 

第 ６ 条 規則第７条第１項に規定する登録申請

書の申請者は、特別会員にあっては特別会員代表

者とする。ただし、本部組織における部署（以下

「本部部署」という。）の長が、外務員の登録事

務に関し、当該特別会員を代表する者である旨の

特別会員代表者の委任状をあらかじめ本協会に

提出したときは、登録申請者は、当該本部部署の

長とすることができる。 
 

（ 削   る ） （登録申請書の添付書類） 

第 ７ 条 規則第７条第３項に規定する細則で定

める書類は、登録申請に係る外務員が金商法第64

条の２第１項各号のいずれかに該当しない者で

あることを当該外務員及び登録申請を行った協

会員が誓約する書面とする。 
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（ 削   る ） （登録申請書等の様式） 

第 ９ 条 規則第17条に規定する登録申請書その

他の様式は、様式第１号から第４号とする。 
 

（資格更新研修の特例） 

第 ９ 条 規則第18条第１項ただし書及び同条第

２項ただし書に規定する細則に定める者は、次の

各号に掲げる者とする。 
 

（資格更新研修の特例） 

第 10 条 規則第18条第１項ただし書、同条第３項

ただし書、第18条の２第１項ただし書及び同条第

２項ただし書に規定する細則に定める者は、次の

各号に掲げる者とする。 

１ 規則第18条第１項及び同条第２項に定める

期間（以下「受講義務期間」という。）の初日

前２年以内に「外務員等資格試験に関する規

則」（以下「試験規則」という。）第３条各号

に定める資格試験に合格した者 
 

１ 規則第18条第１項、同条第３項、第18条の２

第１項又は同条第２項に定める期間（以下「受

講義務期間」という。）の初日前２年以内に「外

務員等資格試験に関する規則」（以下、「試験

規則」という。）第３条各号に定める資格試験

又は平成18年４月１日改正前の「証券外務員等

資格試験規則」による信用取引外務員資格試験

若しくは会員営業責任者資格試験（以下「資格

試験」という。）に合格した者（当該合格した

資格試験が受験時に既に取得していた資格で

ある場合、二種外務員にあっては試験規則第３

条第４号から第７号に定める試験である場合

又は特別会員一種外務員若しくは特別会員二

種外務員にあっては同条第６号に定める試験

である場合を除く。以下、第３号について同

じ。） 

２ 受講義務期間の初日前２年以内に規則第18

条第１項及び同条第２項の規定による資格更

新研修を修了した者 

２ 受講義務期間の初日前２年以内に規則第18

条第１項、同条第３項、第18条の２第１項、同

条第２項又は第18条の３の規定による資格更

新研修（これらの規定により会員資格更新研修

を受講すべき者にあっては会員資格更新研修、

特別会員資格更新研修を受講すべき者にあっ

ては会員資格更新研修及び特別会員資格更新

研修に限る。）を修了した者 

３  ３  

（ 現行どおり ） （ 省   略 ） 

５  

 
５  

 
（ 削   る ） （一般開放試験合格者の外務員資格更新研修の特

例） 

第 11 条 規則第18条の３に規定する細則に定め

る試験に合格した場合は、次の各号のいずれかに

定める試験に合格した場合とする。 

１ 規則第18条に定める会員資格更新研修を受

講すべき者にあっては、次に掲げる試験 

イ 試験規則による一種外務員資格試験 
ロ 試験規則による会員内部管理責任者資格試
験 

〜 〜
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ハ 平成18年４月１日改正前の「証券外務員等
資格試験規則」による信用取引外務員資格試

験 
ニ 平成18年４月１日改正前の「証券外務員等
資格試験規則」による会員営業責任者資格試

験 

 ２ 規則第18条に定める特別会員資格更新研修

を受講すべき者にあっては、次に掲げる試験 
イ 試験規則による一種外務員資格試験 
ロ 試験規則による会員内部管理責任者資格試
験 

ハ 試験規則による特別会員一種外務員資格試
験 

ニ 試験規則による特別会員内部管理責任者資
格試験 

ホ 平成18年４月１日改正前の「証券外務員等
資格試験規則」による信用取引外務員資格試

験 
ヘ 平成18年４月１日改正前の「証券外務員等
資格試験規則」による会員営業責任者資格試

験 

 ３ 規則第18条に定める特別会員四種外務員資

格更新研修を受講すべき者にあっては、次に掲

げる試験 
イ 試験規則による一種外務員資格試験 
ロ 試験規則による会員内部管理責任者資格試
験 

ハ 試験規則による特別会員一種外務員資格試
験 

ニ 平成21年４月１日以降に実施された試験規
則による特別会員四種外務員資格試験 

ホ 試験規則による特別会員内部管理責任者資
格試験 

ヘ 平成18年４月１日改正前の「証券外務員等
資格試験規則」による信用取引外務員資格試

験 
ト 平成18年４月１日改正前の「証券外務員等
資格試験規則」による会員営業責任者資格試

験 

  
  

付  則  

１ この改正は、本協会が別に定める日（以下「施

行日」という。）から施行する。 
 

２ 施行日の前日までに、平成23年１月18日付改正

前の規則第18条に規定する資格更新研修（会員資

格更新研修、特別会員資格更新研修及び特別会員
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四種外務員資格更新研修をいう。）を修了した者

は、改正後の第９条第２号に規定する規則第18

条第１項及び同条第２項の規定による資格更新

研修を修了した者とみなす。 
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（
様
式
第
３
号
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務
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当
届
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「外務員等資格試験に関する規則」の一部改正について 

 

平成 23 年１月 18 日 

（下線部分変更） 

新 旧 

  

（受験資格） 
第 ４ 条 試験を受けようとする者は、次の各号に

掲げる試験の区分に応じて、当該各号に定めるす

べての要件を満たさなければならない。 

（受験資格） 
第 ４ 条 協会員が、試験を受けさせることのでき

る者は、次に掲げる者とする。 

１ 一種外務員資格試験及び二種外務員資格試

験 
１ 一種外務員資格試験 

 
イ 試験の受験日において、「協会員の従業員

に関する規則」（以下「従業員規則」という。）

第 12 条第１項の規定により本協会が一級不

都合行為者として取り扱っている者でなく、

かつ、同条同項の規定により本協会が二級不

都合行為者として取り扱っている者であり

当該不都合行為者として取り扱うことを決

定した日から５年間を経過していない者で

ないこと。 

イ 会員の使用人（出向により受け入れた者

（以下「出向者」という。）及び労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律に規定する

派遣労働者（以下「派遣労働者」という。）

を含む。）又はその会員が使用人として採用

しようとする者（出向により受け入れようと

する者（以下「出向予定者」という。）及び

派遣労働者として従事させようとする者（以

下「派遣労働予定者」という。）を含む。）の

うち「協会員の外務員の資格、登録等に関す

る規則」（以下「外務員規則」という。）第４

条第３号に規定する二種外務員の資格（以下

「二種外務員の資格」という。）を有する者

ロ 試験の受験日において、第７条第４項又は

第９条の規定により試験を受けることがで

きないこととされている者でないこと。 

ロ 会員の事業活動の支配を主たる目的とす

る会社（以下「会員支配会社」という。）の

使用人（出向者及び派遣労働者を除く。）又

はその会員支配会社が使用人として採用し

ようとする者（出向予定者及び派遣労働予定

者を除く。）のうち二種外務員の資格を有す

る者 

（ 削   る ） ハ 会員の有価証券の売買その他の取引等に

関連する業務を行っている関連会社（関連会

社の使用人（出向者及び派遣労働者を除く。）

が会員の使用人（出向者及び派遣労働者を含

む。）になることが見込まれる場合の当該関

連会社のうち、本協会が認めた会社（以下「会

員の関連会社」という。）に限る。）の使用人

（出向者及び派遣労働者を除く。）のうち二

種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ニ 特別会員の使用人（出向者及び派遣労働者

を含む。）又はその特別会員が使用人として

採用しようとする者（出向予定者及び派遣労

働予定者を含む。）のうち二種外務員の資格

を有する者 
（ 削   る ） ホ 特別会員の事業活動の支配を主たる目的

とする会社（以下「特別会員支配会社」とい

う。）の使用人（出向者及び派遣労働者を除
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く。）又はその特別会員支配会社が使用人と

して採用しようとする者（出向予定者及び派

遣労働予定者を除く。）のうち二種外務員の

資格を有する者 
（ 削   る ） ヘ 特別会員の金融商品取引法（以下「金商法」

という。）第 33 条の２の登録に係る業務（以

下「登録金融機関業務」という。）に関連す

る業務を行っている関連会社（関連会社の使

用人（出向者及び派遣労働者を除く。）が特

別会員の使用人（出向者及び派遣労働者を含

む。）になることが見込まれる場合の当該関

連会社のうち、本協会が認めた会社（以下「特

別会員の関連会社」という。）に限る。）の使

用人（出向者及び派遣労働者を除く。）のう

ち二種外務員の資格を有する者 

（ 削   る ） ト 定款第３条第９号に規定する金融商品仲

介業者（金融商品仲介業の登録を受ける前の

者であって、金融商品仲介業に係る業務の委

託契約を締結した者を含む。第２号から第５

号及び第７号並びに第 11 条において同じ。）

若しくはその使用人（出向者及び派遣労働者

を含む。）又は金融商品仲介業者が使用人と

して採用しようとする者（出向予定者及び派

遣労働予定者を含む。）のうち二種外務員の

資格を有する者 
（ 削   る ） チ 店頭デリバティブ取引会員の使用人（出向

者及び派遣労働者を含む。）又はその店頭デ

リバティブ取引会員が使用人として採用し

ようとする者（出向予定者及び派遣労働予定

者を含む。）のうち二種外務員の資格を有す

る者 
（ 削   る ） ２ 二種外務員資格試験 

イ 会員の使用人（出向者及び派遣労働者を含

む。）又はその会員が使用人として採用しよ

うとする者（出向予定者及び派遣労働予定者

を含む。） 
 ロ 会員支配会社の使用人（出向者及び派遣労

働者を除く。）又はその会員支配会社が使用

人として採用しようとする者（出向予定者及

び派遣労働予定者を除く。） 
 ハ 会員の関連会社の使用人（出向者及び派遣

労働者を除く。） 
 ニ 特別会員の使用人（出向者及び派遣労働者

を含む。）又はその特別会員が使用人として

採用しようとする者（出向予定者及び派遣労

働予定者を含む。） 
 ホ 特別会員支配会社の使用人（出向者及び派

遣労働者を除く。）又はその特別会員支配会

社が使用人として採用しようとする者（出向
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予定者及び派遣労働予定者を除く。） 
 ヘ 特別会員の関連会社の使用人（出向者及び

派遣労働者を除く。） 
 ト 金融商品仲介業者若しくはその使用人（出

向者及び派遣労働者を含む。）又は金融商品

仲介業者が使用人として採用しようとする

者（出向予定者及び派遣労働予定者を含む。）

 チ 店頭デリバティブ取引会員の使用人（出向

者及び派遣労働者を含む。）又はその店頭デ

リバティブ取引会員が使用人として採用し

ようとする者（出向予定者及び派遣労働予定

者を含む。） 
２ 会員内部管理責任者資格試験 ３ 会員内部管理責任者資格試験 
イ 前号イ及びロの要件を満たす者であるこ

と。 
イ 会員の役員 

ロ 協会員の役員（外国法人については、い

かなる名称を有する者であるかを問わず、

その法人に対して役員と同等以上の支配力

を有すると認められる者を含む。以下同

じ。）、又は協会員が試験を受けさせる必要

があると認める者（協会員の役員を除く。）

のうち「協会員の外務員の資格、登録等に

関する規則」（以下「外務員規則」という。）

第４条第１号に規定する一種外務員の資格

を有する者であること。 

ロ 会員の使用人（出向者を含み、派遣労働者

を除く。）のうち外務員規則第４条第１号に

規定する一種外務員の資格（以下「一種外務

員の資格」という。）を有する者 

（ 削   る ） ハ 会員支配会社の役員又は会員支配会社の

使用人（出向者及び派遣労働者を除く。）の

うち一種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ニ 会員の関連会社の役員又は会員の関連会

社の使用人（出向者及び派遣労働者を除く。）

のうち一種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ホ 特別会員の役員 
（ 削   る ） ヘ 特別会員の使用人（出向者を含み、派遣労

働者を除く。）のうち一種外務員の資格を有

する者 
（ 削   る ） ト 特別会員支配会社の役員又は特別会員支

配会社の使用人（出向者及び派遣労働者を除

く。）のうち一種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） チ 特別会員の関連会社の役員又は特別会員

の関連会社の使用人（出向者及び派遣労働者

を除く。）のうち一種外務員の資格を有する

者 
（ 削   る ） リ 金融商品仲介業者又はその役員若しくは

使用人（出向者を含み、派遣労働者を除く。）

であって一種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ヌ 店頭デリバティブ取引会員の役員 
（ 削   る ） ル 店頭デリバティブ取引会員の使用人（出向

者を含み、派遣労働者を除く。）のうち一種

外務員の資格を有する者 
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３ 特別会員一種外務員資格試験及び特別会員

二種外務員資格試験 
イ 第１号イ及びロの要件を満たす者である

こと。 

４ 特別会員一種外務員資格試験 
 
イ 特別会員の使用人（出向者及び派遣労働者

を含む。）又はその特別会員が使用人として

採用しようとする者（出向予定者及び派遣労

働予定者を含む。）のうち外務員規則第４条

第５号に規定する特別会員二種外務員の資

格（以下「特別会員二種外務員の資格」とい

う。）を有する者 
ロ 特別会員又は店頭デリバティブ取引会員

（以下「特別会員等」という。）が試験を受

けさせる必要があると認める者であること。

ロ 特別会員支配会社の使用人（出向者及び派

遣労働者を除く。）又はその特別会員支配会

社が使用人として採用しようとする者（出向

予定者及び派遣労働予定者を除く。）のうち

特別会員二種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ハ 特別会員の関連会社の使用人（出向者及び

派遣労働者を除く。）のうち特別会員二種外

務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ニ 金融商品仲介業者（特別会員のみを金商法

第 66 条の２第１項第４号に規定する所属金

融商品取引業者等とする者に限る。以下この

条において同じ。）若しくはその使用人（出

向者及び派遣労働者を含む。）又は金融商品

仲介業者が使用人として採用しようとする

者（出向予定者及び派遣労働予定者を含む。）

のうち特別会員二種外務員の資格を有する

者 
（ 削   る ） ホ 店頭デリバティブ取引会員の使用人（出向

者及び派遣労働者を含む。）又はその店頭デ

リバティブ取引会員が使用人として採用し

ようとする者（出向予定者及び派遣労働予定

者を含む。）のうち特別会員二種外務員の資

格を有する者 
（ 削   る ） ５ 特別会員二種外務員資格試験 

イ 特別会員の使用人（出向者及び派遣労働者

を含む。）又はその特別会員が使用人として

採用しようとする者（出向予定者及び派遣労

働予定者を含む。） 
 ロ 特別会員支配会社の使用人（出向者及び派

遣労働者を除く。）又はその特別会員支配会

社が使用人として採用しようとする者（出向

予定者及び派遣労働予定者を除く。） 
 ハ 特別会員の関連会社の使用人（出向者及び

派遣労働者を除く。） 
 ニ 金融商品仲介業者若しくはその使用人（出

向者及び派遣労働者を含む。）又は金融商品

仲介業者が使用人として採用しようとする

者（出向予定者及び派遣労働予定者を含む。）

 ホ 店頭デリバティブ取引会員の使用人（出向

者及び派遣労働者を含む。）又はその店頭デ
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リバティブ取引会員が使用人として採用し

ようとする者（出向予定者及び派遣労働予定

者を含む。） 
４ 特別会員四種外務員資格試験 
  イ 第１号イ及びロの要件を満たす者である

こと。 
ロ 特別会員の代理を行う者又は代理を行う

者になろうとする者のうち、特別会員が特定

金融商品取引業務（金融商品取引法（以下「金

商法」という。）第 33 条の８第２項に規定す

る特定金融商品取引業務をいう。）に従事さ

せようとする者であること。 

６ 特別会員四種外務員資格試験 
（ 新   設 ） 

 
特別会員の代理を行う者又は代理を行う者

になろうとする者のうち、特別会員が、特定金

融商品取引業務（金商法第 33 条の８第２項に

規定する特定金融商品取引業務をいう。以下同

じ。）に従事させようとする者 

５ 特別会員内部管理責任者資格試験 
イ 第１号イ及びロの要件を満たす者である

こと。 

７ 特別会員内部管理責任者資格試験 
イ 特別会員の役員 

ロ 特別会員等の役員、又は特別会員等が試験

を受けさせる必要があると認める者（特別会

員等の役員を除く。）のうち外務員規則第４

条第４号に規定する特別会員一種外務員の

資格を有する者であること。 

ロ 特別会員の使用人（出向者を含み、派遣労

働者を除く。）のうち外務員規則第４条第４

号に規定する特別会員一種外務員の資格（以

下「特別会員一種外務員の資格」という。）

を有する者 
（ 削   る ） ハ 特別会員支配会社の役員又は特別会員支

配会社の使用人（出向者及び派遣労働者を除

く。）のうち特別会員一種外務員の資格を有

する者 
（ 削   る ） ニ 特別会員の関連会社の役員又は特別会員

の関連会社の使用人（出向者及び派遣労働者

を除く。）のうち特別会員一種外務員の資格

を有する者 
（ 削   る ） ホ 金融商品仲介業者又はその役員若しくは

使用人（出向者を含み、派遣労働者を除く。）

のうち特別会員一種外務員の資格を有する

者 
（ 削   る ） ヘ 店頭デリバティブ取引会員の役員 
（ 削   る ） ト 店頭デリバティブ取引会員の使用人（出向

者を含み、派遣労働者を除く。）のうち特別

会員一種外務員の資格を有する者 
（ 削   る ） ２ 前項の規定により、協会員が使用人として採用

しようとする者（会員支配会社若しくは特別会員

支配会社が使用人として採用しようとする者又

は特別会員の代理を行う者になろうとする者の

うち当該特別会員が特定金融商品取引業務に従

事させようとする者を含む。）に受けさせること

ができる試験は、協会員が使用人として採用しよ

うとする日（会員支配会社若しくは特別会員支配

会社が使用人として採用しようとする日又は特

別会員の代理を行う者になろうとする者を当該

特別会員が特定金融商品取引業務に従事させよ

うとする日を含む。）前 90 日以内に実施されるも

のに限るものとする。 
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（受験の禁止） 
第４条の２ 協会員は、前条の要件を満たしていな

い者に試験を受けさせてはならない。 

（受験の禁止） 

第４条の２ 前条の規定にかかわらず、協会員は、

次の各号に掲げる者に試験を受けさせてはなら

ない。 
（ 削   る ） １ 「協会員の従業員に関する規則」（以下「従

業員規則」という。）第 12 条第１項の規定によ

り本協会が一級不都合行為者として取り扱っ

ている者 
（ 削   る ） ２ 従業員規則第 12 条第１項の規定により本協

会が二級不都合行為者として取り扱っている

者であり、当該不都合行為者として取り扱うこ

とを決定した日から５年間を経過していない

者 
２ 委員会は、前条の要件を満たしていない者が試

験を受けた場合には、その受験が行われなかった

ものとして取り扱う。 

２ 委員会は、前項各号に掲げる者が試験を受けた

場合には、その受験が行われなかったものとして

取り扱う。 
 

（受験手続） 
第 ６ 条 協会員が試験の申込みをする場合の受

験手続は、次の各号によるものとする。 

（受験手続き） 
第 ６ 条 協会員は、第４条に定める者に試験を受

けさせようとするときは、所定の方法により、本

協会へ申し込むものとする。 
１ 協会員は、所定の方法により本協会へ直接申

し込むこと。 
（ 新   設 ） 

２ 協会員は、所定の受験料を直接本協会に支払

うこと。 
（ 新   設 ） 

３ 前２号に規定のない事項については、委員会

が別に定めるところによること。 
（ 新   設 ） 

２ 前項に規定する場合以外の受験手続は、委員会

が別に定めるところによるものとする。 

３  （ 現行どおり ） 

２ 協会員は、本協会所定の受験料を本協会に支払

うものとする。 
３  （ 省   略 ） 
 

（不正の手段による受験等） 
第 ７ 条 （ 現行どおり ） 
２ 

～  （ 現行どおり ） 
４ 

（不正の手段による受験等） 
第 ７ 条 （ 省   略 ） 
２ 

～  （ 省   略 ） 
４ 

（ 削   る ） ５ 委員会は、不正受験者が前項に定める期間内に

試験を受けた場合には、その受験が行われなかっ

たものとして取り扱う。 
５ （ 現行どおり ） ６ （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ７ 協会員は、第４条第２項の規定により、協会員

が使用人として採用しようとする者に試験を受

けさせたにもかかわらず、当該試験に合格した者

を採用しないこととなった場合（特別会員の代理

を行う者になろうとする者については、当該特別

会員が特定金融商品取引業務に従事させないこ

ととなった場合をいう。）には、別に定める様式

により、直ちに本協会に届け出なければならな
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い。 
（ 削   る ） ８ 委員会は、前項の規定により、協会員が届出を

行った場合、当該合格者の合格を取り消すものと

する。 
 

（不合格時の取扱い） 

第 ９ 条 試験を受け、不合格となった者は、当該

受験日から 30 日を経過する日までは、第３条各

号に規定するすべての試験を受けることができ

ない。 

（不合格時の取扱い） 

第 ９ 条 試験を受け、不合格となった者は、当該

受験日から 30 日を経過する日までは、同一種類

の試験を受けることができない。 

（ 削   る ） ２ 試験を受け、同一種類の試験を初回の受験から

３回連続して不合格となった者は、当該３回目の

試験の受験日から 180 日を経過する日までは、同

一種類の試験を受けることができない。 

（ 削   る ） ３ 前項の規定により、180 日を経過した後最初に

受ける試験については、初回の受験とみなし、以

後の受験については、前２項の規定を適用する。

 

（受験の特例） 

第 10 条 本協会は、本協会に加入しようとする者

が、所定の方法により受験の申出を行い、かつ、

本協会が認めた場合に限り、本協会に加入しよう

とする者を第４条、第６条第１項及び第７条第５

項において協会員とみなす。 

（受験の特例） 

第 10 条 本協会は、本協会に加入しようとする者

が、所定の様式により受験の申出を行い、かつ、

本協会が認めた場合に限り、第４条各号の規定に

かかわらず、その使用人又はその使用人として採

用しようとする者（第４条の２第１項各号に掲げ

る者を除く。）に試験を受けさせることができる。

ただし、その使用人として採用しようとする者が

受験する試験は、第３条第１号、第２号、第４号、

第５号及び第６号に定める試験に限る。 

（ 削   る ） ２ 前項の本協会に加入しようとする者が本協会

への加入を取り止め、若しくは本協会への加入の

承認が得られなかった場合、又は当該加入しよう

とする者が本協会へ加入する日前に、その使用人

が退職した場合、若しくは使用人として採用しよ

うとする者を採用しないこととなった場合には、

本協会は、前項の受験の申出が行われなかったも

のとして取り扱う。 
 

（金融商品仲介業登録予定者等に係る受験手続等） （金融商品仲介業者等に係る受験手続き） 

 

第 11 条 協会員は、金融商品仲介業登録予定者

（金商法第 66 条に規定する金融商品仲介業の登

録（以下「登録」という。）を受けようとする者

をいう。以下同じ。）若しくはその役員若しくは使

用人又は金融商品仲介業登録予定者が役員とし

て選任しようとする者若しくは使用人として採

用しようとする者に試験を受けさせようとする

ときは、当該金融商品仲介業登録予定者の商号、

名称又は氏名等について、所定の方法によりあら

かじめ本協会に届出を行い、本協会の確認を得た

第 11 条 協会員は、金融商品仲介業者若しくはそ

の使用人又は金融商品仲介業者が使用人として

採用しようとする者に試験を受けさせようとす

るときは、当該金融商品仲介業者の商号、名称又

は氏名等について、あらかじめ所定の様式により

本協会に届出を行い、本協会の確認を得るものと

する。 
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後、第６条第１項の定めるところにより受験手続

を行うものとする。 

（ 削   る ） ２ 協会員が、第４条の規定に基づき金融商品仲介

業者の使用人として採用しようとする者に受け

させることができる試験は、当該金融商品仲介業

者が使用人として採用しようとする日前 90 日以

内に実施されるものに限る。 

（ 削   る ） ３ 協会員は、金融商品仲介業者が使用人として採

用しようとする者に試験を受けさせたにもかか

わらず、当該試験に合格した者を採用しないこと

となった場合には、別に定める様式により、直ち

に本協会に届け出なければならない。 

（ 削   る ） ４ 委員会は、前項の規定により、協会員が届出を

行った場合、当該合格者の合格を取り消すものと

する。 

２ 協会員は、前項の届出の対象となった金融商品

仲介業登録予定者が登録の申請を取り止め、若し

くは金商法第66条の25において準用する同法第

64 条の２第３項の規定に基づき登録の拒否に係

る通知を受けた場合には所定の方法により、直ち

に本協会に届け出なければならない。 
 

５ 金融商品仲介業者（本項及び次項において、金

融商品仲介業の登録（以下「登録」という。）を

受ける前の者をいう。）が登録の申請を取り止め、

若しくは金商法第66条の25において準用する同

法第 64 条の２第３項の規定に基づき登録拒否に

係る通知を受けた場合、登録を受ける日前にその

使用人が退職した場合又は使用人として採用し

ようとする者を採用しないこととなった場合に

は、当該金融商品仲介業者若しくはその使用人

（使用人として採用しようとする者を含む。）に

試験を受けさせた協会員は、別に定める様式によ

り、直ちに本協会に届け出なければならない。 

３ 協会員は、第１項の届出の対象となった金融商

品仲介業登録予定者との間の金融商品仲介業に

係る業務の委託契約を当該金融商品仲介業登録

予定者が登録を受ける前に解除した場合及び当

該金融商品仲介業登録予定者が他の協会員との

間で金融商品仲介業に係る業務の委託契約を締

結していない場合は、所定の方法により、直ちに

本協会に届け出なければならない。 

６ 協会員が、試験を受けさせた金融商品仲介業者

又はその使用人が所属する金融商品仲介業者と

の間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約を

当該金融商品仲介業者が登録を受ける前に解除

した場合、当該金融商品仲介業者が他の協会員と

の間で金融商品仲介業に係る業務の委託契約を

締結していないときは、当該試験を受けさせた協

会員は、別に定める様式により、直ちに本協会に

届け出なければならない。 

（ 削   る ） ７ 前２項の規定により、協会員が届出を行った場

合、その受験の申出が行われなかったものとして

取り扱うこととする。 
４ 一の金融商品仲介業登録予定者に複数の協会

員が金融商品仲介業の委託を行うこととなった

場合には、当該複数の協会員が協議し、当該複数

の協会員を代表する一の協会員（以下「代表協会

員」という。）を定め、代表協会員は、当該金融

商品仲介業登録予定者の同意書を添付のうえ、直

ちに所定の方法により本協会に届け出るものと

する。代表協会員を変更した場合も同様とする。

 

８ 一の金融商品仲介業者に複数の協会員が金融

商品仲介業に係る業務の委託を行う場合、第６条

及び前各項の規定については、それぞれの規定に

かかわらず、代表協会員（当該金融商品仲介業者

が登録を受けた者にあっては、「金融商品仲介業

者に関する規則」第 31 条第１項に規定する「代

表協会員」をいい、当該金融商品仲介業者が登録

前の者にあっては、同項の規定に準じて定めると

ともに本協会への届出を行うものとする。）に適

用する。 

8 
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５ 前項に該当する場合、第１項から第３項までの

手続は代表協会員が行うものとする。 
 

（ 新   設 ） 

 
（ 削   る ） 

（協会員等の役員に対する準用） 

第 12 条 第４条第１項第１号、第２号、第４号、

第５号、同条第２項、第４条の２及び第６条から

第 11 条の規定は、協会員の役員（外国法人につ

いては、いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、その法人に対して役員と同等以上の支配力を

有すると認められる者を含む。）並びに会員支配

会社、特別会員支配会社、会員の関連会社、特別

会員の関連会社、第 10 条に規定する本協会に加

入しようとする者及び金融商品仲介業者の役員

について準用する。 
 

 

（ 削   る ） 

（二種外務員資格試験の一般への開放） 

第 13 条 第３条第２号に規定する二種外務員資

格試験については、第４条第１項第２号イからチ

に掲げる者以外の者（第４条の２第１項各号に掲

げる者を除く。）に試験を受けさせることができ

る。 

 ２ 前項の規定に基づき試験を受けさせる場合に

関し必要な事項は、委員会がこれを定める。 
 

（本協会以外の団体が実施した試験の取扱い） 

第 12 条   （ 現行どおり ） 
（本協会以外の団体が実施した試験の取扱い） 

第 14 条    （ 省   略 ） 
  

付 則  
  

１ この改正は、本協会が別に定める日（以下「施

行日」という。）から施行する。ただし、改正前

の第４条第２項、第７条第７項及び第８項並びに

第10条第２項を削る改正並びに改正後の第11条

の規定については平成23年10月１日から施行す

る。 

 

２ 平成23年10月１日から施行日の前日までの間

における改正後第 11 条の規定の適用について

は、同条中「金融商品仲介業登録予定者」とある

のは、「金融商品仲介業登録予定者（金融商品仲

介業者を含む。）」と、同条第１項中「第６条第１

項」とあるのは、「第６条」とする。 

 

 

 



「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正について 

 
平成 23 年１月 18 日 

（下線部分変更） 
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（金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行

に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内

閣府令附則第４条の規定に基づく経過措置の対

象となる有価証券の取扱い） 

第 10 条の２ （ 現行どおり ） 

（金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行

に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内

閣府令附則第４条の規定に基づく経過措置の対

象となる有価証券の取扱い） 

第 10 条の２ （ 省   略 ） 

２ 協会員が、金融商品仲介業者に特定特例私売出

し証券の勧誘の取扱いをさせる場合は次の各号

の取扱いとする。 

２ 協会員が、金融商品仲介業者に特定特例私売出

し証券の勧誘の取扱いをさせる場合は次の各号

の取扱いとする。 

１  １  

       （ 現行どおり ）        （ 省   略 ） 

４  ４  

５ 金融商品仲介業者が、特定特例私売出し証券

の勧誘を行い、所属協会員が当該特定特例私売

出し証券を顧客に売り付ける場合には、少人数

向け勧誘対象海外発行証券規則第４条第３項

に掲げる場合を除き、あらかじめ又は同時に、

当該顧客に対し、同規則第４条第２項に規定す

る告知書を交付すること。 

５ 金融商品取引仲介業者が、特定特例私売出し

証券の勧誘を行い、所属協会員が当該特定特例

私売出し証券を顧客に売り付ける場合には、少

人数向け勧誘対象海外発行証券規則第４条第

３項に掲げる場合を除き、あらかじめ又は同時

に、当該顧客に対し、同規則第４条第２項に規

定する告知書を交付すること。 

３      （ 現行どおり ） ３      （ 省   略 ） 

４ 協会員が金融商品仲介業者に特定特例外国証

券売出し証券の勧誘の取扱いをさせる際に、当該

金融商品仲介業者が顧客（証券情報等の提供又は

公表に関する内閣府令第 13 条第４号に定める適

格機関投資家を除く。）に提供する情報（金商法

第27条の32の２第１項に規定する情報をいう。）

に記載する事項は、所属協会員が少人数向け勧誘

対象海外発行証券規則第６条第２項に規定する

事項とすることができる。 

 

４ 協会員が金融商品仲介業者に特定特例外国証

券売出し証券の勧誘の取扱いをさせる際に、当該

金融商品取引仲介業者が顧客（証券情報等の提供

又は公表に関する内閣府令第 13 条第４号に定め

る適格機関投資家を除く。）に提供する情報（金

商法第27条の32の２第１項に規定する情報をい

う。）に記載する事項は、所属協会員が少人数向

け勧誘対象海外発行証券規則第６条第２項に規

定する事項とすることができる。 

（本協会への照会） 

第 15 条   （ 現行どおり ） 

（本協会への照会） 

第 15 条   （ 省   略 ） 

２ 協会員は、被照会者について、最近５年間に従

業員規則第12条第１項の規定による二級不都合

行為者としての取扱い及び処分を受けているか

どうかを、所定の方法により本協会に照会しな

ければならない。 

２ 協会員は、被照会者について、最近５年間に従

業員規則第 12 条第２項の規定による二級不都合

行為者としての取扱い及び処分を受けているか

どうかを、所定の方法により本協会に照会しなけ

ればならない。 

３      （ 現行どおり ） ３      （ 省   略 ） 

４      （ 現行どおり ） 

 

４      （ 省   略 ） 

（資格試験の受験） 

第 18 条 会員及び特別会員は、金融商品仲介業者

若しくはその役員若しくは使用人又は金融商品

仲介業者が役員として選任しようとする者若し

くは使用人として採用しようとする者に、「外務

 

       （ 新   設 ） 

 

〜 〜
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員等資格試験に関する規則」（以下「試験規則」

という。）第３条第１号から第５号まで及び第７

号に掲げる資格試験（以下「資格試験」という。）

を受験させようとするときは、当該金融商品仲

介業者の商号、名称又は氏名等について所定の

方法によりあらかじめ本協会に届け出を行い、

本協会の確認を得るものとする。 

２ 金融商品仲介業者に係る資格試験の受験手続

は、試験規則第６条第１項の規定によるものとす

る。 

 

 

（資格更新研修の受講等） 

第 19 条 会員及び特別会員は、個人金融商品仲介

業者及び金融商品仲介業者の外務員について、次

の各号に定める期間（以下この条において「受講

義務期間」という。）内に修了するように、外務

員資格更新研修（以下「資格更新研修」という。）

を受講させなければならない。 

 

 

（資格更新研修の受講等） 

第 18 条 会員及び特別会員は、個人金融商品仲介

業者及び金融商品仲介業者の外務員について、次

の各号に定める期間（以下この条において「受講

義務期間」という。）内に、外務員規則第 18 条第

１項各号に掲げる区分（同条第２項各号に掲げる

区分に応じて資格更新研修を受講させる特別会

員にあっては、当該区分）に応じ外務員資格更新

研修（以下この条及び次条において「資格更新研

修」という。）を受講させなければならない。 

１     （ 現行どおり ） 

２     （ 現行どおり ） 

１     （ 省   略 ） 

２     （ 省   略 ） 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、適用しない。 

１ 受講義務期間の初日前２年以内に試験規則

第３条各号に掲げる資格試験に合格した者又

は資格更新研修を修了した者 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する

場合には、適用しない。 

１ 受講義務期間の初日前２年以内に「外務員等

資格試験に関する規則」（以下「試験規則」と

いう。）第３条第１号に掲げる資格試験又は平

成 18 年４月１日改正前の「証券外務員等資格

試験規則」による信用取引外務員資格試験若し

くは会員営業責任者資格試験（次号において

「資格試験」という。）に合格した者（前条に

規定する外務員規則第４条第４号の要件を具

備する外務員にあっては、試験規則第３条第２

号、第３号及び第７号に掲げる試験に合格した

者、前条に規定する外務員規則第４条第５号の

要件を具備する外務員にあっては、試験規則第

３条第２号から第４号に掲げる試験に合格し

た者を含む。次号において同じ。）又は資格更

新研修を修了した者（外務員規則第 18 条第１

項第１号に掲げる資格更新研修を修了した者

（前条に規定する外務員規則第４条第４号又

は第５号の要件を具備する外務員にあっては、

外務員規則第 18 条第１項第２号に掲げる資格

更新研修を修了した者を含む。）に限る。） 

２      ２      

３     （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

３       ３       

４       ４       
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５ 会員及び特別会員は、個人金融商品仲介業者及

び金融商品仲介業者の外務員のうち、第３項の

規定により外務員資格の効力を停止された者に

ついて、当該受講義務期限の翌日から 180 日ま

での間（以下この条において「猶予期間」とい

う。）に修了するように、資格更新研修を受講さ

せるよう努めなければならない。 

５ 会員及び特別会員は、個人金融商品仲介業者及

び金融商品仲介業者の外務員のうち、第３項の規

定により外務員資格の効力を停止された者につ

いて、当該受講義務期限の翌日から 180 日までの

間（以下この条において「猶予期間」という。）

に、資格更新研修を受講させるよう努めなければ

ならない。 

６  ６  

（ 現行どおり ） （ 省   略 ） 
８ ８ 

９ 金融商品仲介業者に係る資格更新研修の方法

については、本協会がこれを定める。 

（ 新   設 ） 

10 試験規則第６条第１項及び第３項並びに第７

条第１項から第３項まで及び第５項の規定は、

金融商品仲介業者に係る資格更新研修について

準用する。この場合において、各規定中、「試験」

とあるのは「資格更新研修」と、「受験手続」と

あるのは「受講手続」と、「受験料」とあるのは

「受講料」と、「委員会」とあるのは「本協会」

と、「不正受験者」とあるのは「不正受講者」と、

「不合格」とあるのは「未修了」と、「受験」と

あるのは「受講」と、「不正受験」とあるのは「不

正受講」と、「受験者」とあるのは「受講者」と

それぞれ読み替えるものとする。 

 

（ 新   設 ） 

 

（ 削   る ） 

（一般開放試験合格者の外務員資格更新研修） 

第 18 条の２ 会員及び特別会員は、個人金融商品

仲介業者（金融商品仲介業者の登録を受ける前の

者であって、金融商品仲介業者に係る業務の委託

契約を締結した者を含む。）、金融商品仲介業者の

役員又は従業員のうち試験規則第 13 条の規定に

より受験し合格した者（過去において個人金融商

品仲介業者の登録又は外務員の登録を受けてお

り、かつ、本協会規則により外務員資格を取り消

されたことがない者を除く。以下この項において

同じ。）について、合格の日から２年を経過した

日以降に、初めて金融商品仲介行為に従事すると

き（金融商品仲介業者の役員又は従業員にあって

は、初めて外務員の登録を受けるとき。）は、金

融商品仲介業の登録を受ける日前（金融商品仲介

業者の役員又は従業員にあっては、外務員登録日

前。）に、外務員規則第 18 条第１項各号に掲げ

る区分（同条第２項各号に掲げる区分に応じて資

格更新研修を受講させる特別会員にあっては、当

該区分）に応じ資格更新研修を受講させなければ

ならない。ただし、試験規則第 13 条の規定によ

り受験し合格した者が、当該合格の日以降、当該

行為に従事する日前に、次の各号のいずれかの試

〜 〜 
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験に合格した場合は、この限りでない。 

１ 外務員規則第18 条に定める会員資格更新研

修を受講すべき者にあっては、次に掲げる試験

イ 試験規則による一種外務員資格試験 

ロ 試験規則による会員内部管理責任者資格

試験 

ハ 平成 18 年４月１日改正前の「証券外務員

等資格試験規則」による信用取引外務員資格

試験 

ニ 平成 18 年４月１日改正前の「証券外務員

等資格試験規則」による会員営業責任者資格

試験 

２ 外務員規則第18 条に定める特別会員資格更

新研修を受講すべき者にあっては、次に掲げる

試験 

イ 試験規則による一種外務員資格試験 

ロ 試験規則による会員内部管理責任者資格

試験 

ハ 試験規則による特別会員一種外務員資格

試験 

ニ 試験規則による特別会員内部管理責任者

資格試験 

ホ 平成 18 年４月１日改正前の「証券外務員

等資格試験規則」による信用取引外務員資格

試験 

ヘ 平成 18 年４月１日改正前の「証券外務員

等資格試験規則」による会員営業責任者資格

試験 

２ 前項の資格更新研修の受講がなされた場合で

あっても、会員及び特別会員は、当該受講者につ

いて、前条に規定する資格更新研修を受講させな

ければならない。 

 

（ 削   る ） （指定研修の受講） 

第 19 条 削   除 

 

（報   告） 

第 30 条 協会員は、次の各号に掲げる場合に該当

することとなったときは、遅滞なく、所定の方法

によりその内容を本協会に報告しなければなら

ない。 

（報   告） 

第 30 条 協会員は、次の各号に掲げる場合に該当

することとなったときは、遅滞なく、所定の様式

によりその内容を本協会に報告しなければなら

ない。 

 １   １  

       （ 現行どおり ）        （ 省   略 ） 

14  14  

 

（複数の協会員が委託を行う場合の取扱い） 

第 31 条 一の金融商品仲介業者に複数の協会員

が金融商品仲介業の委託を行うこととなった場

合には、当該複数の協会員が協議し、当該複数の

（複数の協会員が委託を行う場合の取扱い） 

第 31 条 一の金融商品仲介業者に複数の協会員

が金融商品仲介業の委託を行うこととなった場

合には、当該複数の協会員が協議し、当該複数

〜 〜

4 



5 

新 旧 

  

協会員を代表する一の協会員（以下「代表協会員」

という。）を定め、代表協会員は、当該金融商品

仲介業者の同意書を添付のうえ、直ちに所定の方

法により本協会に届け出るものとする。代表協会

員を変更した場合も同様とする。 

の協会員を代表する一の協会員（以下「代表協

会員」という。）を定め、代表協会員は、当該金

融商品仲介業者の同意書を添付のうえ、直ちに

所定の様式により本協会に届け出るものとす

る。代表協会員を変更した場合も同様とする。

２      （ 現行どおり ） ２      （ 省   略 ） 

３ 金融商品仲介業者に係る本協会への次の各号

に掲げる手続については、代表協会員が行うも

のとする。 

３ 金融商品仲介業者に係る本協会への次の各号

に掲げる手続きについては、代表協会員が行う

ものとする。 

１ 第 18 条に定める届出及び資格試験の受験手

続 

（ 新   設 ） 
 

２ 第 19 条に定める本協会の資格更新研修の受

講手続 

 

１ 第18条第１項及び第18条の２第１項に定め

る本協会の外務員資格更新研修の受講の申込

み 

３      

４     （ 現行どおり ） 

５      

２      

３     （ 省   略 ） 

４      

４     ４       

  

 

付  則  

１ この改正は、本協会が別に定める日（以下「施

行日」という。）から施行する。ただし、第 10

条の２第２項第５号及び第４項並びに第 15 条第

２項の改正については、平成 23 年１月 18 日から

施行する。 

 

２ 施行日の前日までに、平成 23 年１月 18 日付改

正前の外務員規則第 18 条に規定する資格更新研

修（会員資格更新研修、特別会員資格更新研修及

び特別会員四種外務員資格更新研修をいう。）を

修了した者は、改正後の第 19 条第２項第１号に

規定する資格更新研修を修了した者とみなす。 

 

 



 

   「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」等の一部改正（案）に対する 

パブリック・コメントの結果について 

  

平成 23 年１月 18 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会では、「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」等の一部改正（案）について、平

成 22 年 12 月 13 日から平成 22 年 12 月 28 日までの間、パブリック・コメントの募集を行った。 

この間に寄せられた意見（２件、１社）及び意見に対する考え方は、以下のとおりである。 

 

項番 該当条文 意   見 考 え 方 

「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」に関する細則 

１ 第３条 

第１項 

第２号 

識別番号とは現在、外務員試験合

格時に割当られている外務員ＩＤと

の理解でよいか。 

その御理解で差し支えありません。

２ 第５条 

第６項 

書面の原本が大量に発生すること

が想定されるが、書面の原本を協会

員で５年間保管する理由をお示し願

いたい。 

 

原本保管年限（５年間）については、

金融商品取引法第 64 条の２（登録の

拒否）及び第 205 条第７号（登録申請

書又は添付書類に虚偽の記載をして

提出した者への罰則規定）を踏まえて

設定したものであります。 

 

以  上 
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